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Ⅹ　環境会計

■ 環境会計の概要（平成 2４年度決算）

環境保全対策に伴う経済効果

約 1１億４千３百万円

環境保全対策を講じたことにより、講じなかった

場合と比べ節減できた（発生しなかった）と認めら

れる費用額です。

環境保全コスト

約 1３億円（費用額）

環境保全対策のための投資額及び費用額です。

CO2 排出量

建設発生土

浄水場発生土 20,972 t を有効利用

（有効利用率 87.1％）

環境保全対策に取り組んだ結果、環境負荷をど

れだけ削減できたかをなるべく定量的に算出して

います。

環境会計とは、環境保全の取り組みにどれだけのコストをかけ、その結果、ＣＯ２排出量や廃棄物などの

環境負荷をどれだけ削減できたかを可能な限り定量的に算出する仕組みです。

水道局では、お客様の水道料金の一部が環境対策にどのように使用され、どのような効果をあげている

のかを明らかにするため、平成１４年度から環境会計を導入しています。

※項目により、次の 2 通りの整理をしています。

ⅰ）環境保全対策に取り組んだ結果、取り組まなかった場合と比較して節減できたと認められる費用。省エネルギー

を実施したことによる電気料金の削減額や、工事方法の変更による工事費の縮減などです。

ⅱ）環境保全対策に取り組んだことで発生しなかったと認められる費用

（環境保全対策に取り組まなかった場合にかかると想定される費用）

１ 対象範囲

水道事業全体の平成 2４年度決算を対象とする。

２ 対象項目

環境保全に資するすべての事業を対象とする。

３ 環境保全コスト

(１) 環境保全対策のための投資額及び費用額とする。

(２) 環境保全対策のための経費とそれ以外の目的のため

の経費とに明確に区分することが困難なものは、「合理

的な基準による按分」又は「簡便な基準による按分」に

より算定する。

(３) 人件費は、事業に直接係わるもので、算出が可能な

ものを計上する。

(４) 減価償却費は、計上する。

４ 環境保全効果

(１) 環境保全対策を実施することによる環境負荷の低減

量や資源の有効利用量について、当該対策を実施し

なかった場合との比較により算定する。

(２) 二酸化炭素排出量の算出は次による。

電気使用によるもの：

電力使用量（kWh）×電気事業者別排出係数

（経済産業省及び環境省表）

電気以外のエネルギー使用によるもの：

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第 3 条による

５ 環境保全対策に伴う経済効果

(１) 環境保全対策に取り組んだ結果、取り組まなかった場合と比較

して節減される費用または、環境保全対策に取り組んだことで発

生しなかった費用を計上する。

(２) できる限り客観的で確実な根拠に基づいて算出される実質的

な効果について計上する。

６ その他

(１) 環境会計ガイドライン(環境省2005年度版)を参考に作成する。

(２) 金額は、税抜きとする。

環境会計作成基本方針

環境保全効果

1 ,580 .7ｔ 削減

6 9 , 4 6 5㎥ 削減
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Ⅸ　環境に関する法令の遵守

事業活動に適用される環境関連法令等を遵守し、環境汚染の未然防止に努めています。 

水道事業に適用される環境関連の主な法令等には、次のようなものがあります。 

法令 名と主な対象 施設 内 容 

エネルギーの合理化に関する法律 
（省エネ法）  

浄・給水場  

千葉県水道局は、エネルギー管理者を選定し、定期的に定められた報告をしています。 
第 1種エネルギー管理指定工場：柏井浄水場、ちば野菊の里浄水場、木下取水場 
第 2種エネルギー管理指定工場：栗山浄水場、北総浄水場、高滝取水場、北船橋給水場、 

沼南給水場 

地球温暖化対策の推進に関する法律 
（温対法）  

浄・給水場  

温室効果ガスを相当程度多く排出する者（特定排出者）に、自らの温室効果ガスの排出量を 
算定し、国に報告することが義務付けられています。 
水道局では省エネ法の報告書を併用して報告しています。 

大気汚染防止法  
浄水場  

法令の対象となるばい煙発生施設（柏井浄水場の活性炭再生施設ボイラー）において、 
定期的に監視項目の測定を行い、適切な施設運転を行うことで、排出基準を遵守しています。 

水質汚濁防止法  
浄水場  

法令の対象となる排水処理施設からの排水について、連続測定を実施し、法令の基準を
遵守しています。 

騒音規制法・振動規制法  
施設設備センター  

水道施設の建設工事における重機の使用による騒音や振動について、法令の基準を遵守 
するため、低公害型の重機を使用しています。 

消防法  
浄水場  

地下タンク貯蔵所などに貯蔵する燃料や薬品について、必要な届出を出すとともに、資 
格者により適切に管理しています。 

高圧ガス保安法 浄水場  大量の高圧ガス（塩素）を貯蔵するため、法令で求められる施設において適切に保管しています。 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な 
処理の推進に関する特別措置法 

浄水場  

コンデンサー等の機器に使用されたPCB 廃棄物について、必要な届け出をするとともに、
専用容器等により適切に保管しています。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
浄水場、水質センター  
施設設備センター等  

水道事業活動に伴う産業廃棄物は、マニフェスト※で管理し適切に処理しています。
浄水場発生汚泥、水質センターの試薬廃液、取水場の原水水質自動監視装置の廃液、施 
設の建築材料に使用された廃石綿などが該当します。 

建設工事に係る資材の再資源化に 
関する法律 

水道事務所、施設設備センター  

水道管の埋設工事などに伴う建設副産物（アスファルト塊や土砂）を再資源化するとと 
もに、埋め戻し材として活用しています。 

千葉県ディーゼル自動車から排出される
粒子状物質の排出の抑制に関する条例 

水道事務所、施設設備センター  

同条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車（乗用車を除く）は、
県内全域での運行が禁止されています。 
水道局では、水道管の工事に伴う建設発生土の輸送等でディーゼル車の使用があります
が、排ガス対策車を使用しています。 

特定製品に係るフロン類の回収及び 
破壊の実施の確保等に関する法律 

浄水場  

フロン類が充填されている業務用の機器を廃棄等しようとする者は、知事の登録を受け 
た、第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡さなければなりません。 
水道局では、浄水場で使用する冷凍機が該当し、適正な管理を行っています。 

このほか、廃棄物処理及び清掃に関する条例など、事業所が所在する市町村の条例も水道事業に適用されるものがあります。 

※マニフェスト：産業廃棄物の種類、量などを記載する伝票。産業廃棄物の処理の責任は排出事業者に課されています。廃棄物処理を業者に委託する際には、

マニフェストを廃棄物とともに運搬業者、中間処理業者、最終処理業者･･･と順々に渡し、最後は排出事業者が回収することで、廃棄物の流れを管理し、不法

投棄などを防ぐ仕組みになっています。 




